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第２期和水町スポーツ推進計画策定支援業務委託基本仕様書 
 

 

１ 業務名 

  第２期和水町スポーツ推進計画策定支援業務 

 

２ 業務期間 

契約締結の日から令和７年３月３１日まで 

 

３ 業務目的 

  町民のスポーツに関する意識を調査し、町の現状を把握することで課題や

問題点を分析し、今後のスポーツに関する施策についての基本的な方針や具

体的な方策を示す「第２期和水町スポーツ推進計画」を策定することにより、

町民のスポーツ推進及び体力向上の契機とすること。 

 

４ 業務内容 

（１）町民のスポーツに関するアンケート調査 

町民１，０００人を対象にスポーツ推進に関するアンケート調査を実施す 

ること。 

①調査設問設計 

・調査項目は、町の課題抽出のために有効な設問項目を設定すること。 

②封筒の作成、封入・封緘、宛名シール作成 

・配布及び回収に係る全ての郵送費は委託費に含むものとする。なお、回

収率は 50％程度を見込む。 

③アンケート調査の打ち込み集計・分析作業（自由回答のまとめを含む） 

   ・回収したアンケートの結果を集計し、課題を整理し、ニーズを分析する

こと。 

   ④報告書の作成 

   ・表及びグラフを活用し、策定委員会の資料等を作成すること。 

（２）策定委員会の会議運営支援 

   町が設置する策定委員会に関して、以下に関する必要な支援を行う。 

 ①会議資料作成 

   ②会議への出席（3回程度） 

   ③会議記録作成 

   ④委員等の意見の取りまとめ、委員等の意見を反映した計画案の修正 

（３）計画の骨子案及び素案の作成（作成、編集、レイアウト等） 

   町の現状を把握し、国や県のスポーツ施策の動向を踏まえ、アンケート調

査の結果及び策定委員会等の意見を反映した計画骨子案及び素案の作成を

行うこと。（編集、レイアウト・デザイン・図などを含む） 
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（４）パブリックコメント支援業務 

   計画策定の検討状況について、町ホームページ等に掲載し、広く町民の多

様な意見を把握する。 

   ①ホームページ掲載に伴う資料作成 

   ②寄せられた意見の整理・集約 

   ③その他必要な支援 

（５）計画書及び計画書概要版の作成・納品 

   ①第 2期和水町スポーツ推進計画（A4版）・・・電子データで納品 

   ・イラスト等を入れて親しみやすい工夫をする。 

   ②第 2 期和水町スポーツ推進計画（概要版）（A4 版）・・・電子データで

納品 

（６）計画書の印刷 

   ①表紙カラーA4判：100部 

（７）その他 

   上記に掲げる業務の他、本業務の目的に資する業務。 

 

５ 成果品 

（１）業務完了報告書 １部 

（２）本事業で作製した制作物及び電子データ 一式 

 電子データは、保存媒体に保存したものを２部納品することとする。 

（３）納品場所 

   和水町教育委員会社会教育課 

〒861-0913 熊本県玉名郡和水町板楠 76番地 

 

６ 著作権等 

（１）本業務において作成するすべての資料及び電子データについて、第三者が

所有する素材を用いる場合には、受託者により著作権処理等を行うことと

する。 

（２）受託者は、成果物が第三者の著作権を侵害しないことを保証し、第三者か

ら成果物に関して著作権侵害を主張された場合の一切の責任は、受託者が

負うものとする。 

（３）委託業務により作成した成果物の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条

に規定する権利を含む）、所有権等その他一切の権利は、委託者に帰属する。 

（４）委託者による成果品の複製及び二次利用については、無償とする。 

 

７ 運営上の要件 

（１）実施体制 

 統括責任者及び業務責任者を置き、業務全般の活動を一元化すること。 

（２）実施スケジュール（事業計画書）の作成 
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  契約締結後は、業務期間全体の実施スケジュールを作成し、提出すること。 

（３）業務完了報告書の作成 

  事業実施後は、業務完了報告書を作成し、提出すること。 

（４）契約締結後の業務 

  契約締結後は、委託者と協議を重ねながら実施計画を作成することとし、必

ずしも提案内容に沿って実施するものではない。 

 

８ 留意事項 

（１）事業の実施に当たっては、委託者との協議及び報告を随時行うこと。 

（２）必要な場合は関係機関の会議に出席し、情報収集、事業の効果的な推進を

図ること。 

（３）受託者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはな

らない。 

（４）業務を遂行する上で必要な資料、画像等は、受託者において入手するもの

とし、それらに係る一切の費用は受託者の負担とする。ただし、委託者にお

いて提供可能な資料等がある場合は、必要に応じて随時貸与又は提供する。 

（５）事業の実施に当たって、関係する法令を遵守すること。また、業務上知り

得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（６）本仕様書の解釈に疑義が生じた事項及び本仕様書に明記していない事項

については、委託者と協議すること。 

 


